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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】脊髄腫瘍やヘルニアなどによる神経に対する圧
迫を取り除くため、椎弓や黄色靭帯などの一部を切除す
る脊椎手術に関し、とくに脊椎内視鏡手術おいてワーキ
ングポートを通した先で広い作業範囲を確保することを
特徴とする、脊椎内視鏡手術に適した骨切除鉗子を提供
する。
【解決手段】一端に棒状の刃を設け他端に可動ハンドル
を設けた上部プレート１０と、一端に金敷状の刃を設け
他端に固定ハンドル２２を設けた下部プレート２０とを
、離脱しないように、かつ、スライド可能な状態で連結
し、該棒状の刃と該金敷状の刃との間に対象物を挟み切
除できる様に骨切除鉗子を構成する。また、上下のプレ
ートは、上部プレート方向に段を設け、または、下部プ
レート方向に湾曲させて形成する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　略棒状に形成され先端部上面に金敷部が立設された固体側プレートと該固定プレートの
上面に沿って移動可能に設けられた略棒状の移動プレートとからなる鉗子部を有し、該移
動プレートの先端と前記固体側プレートの金敷部との間に対象物を挟んで切除する骨切除
鉗子であって、
前記鉗子部は、
その先端部が、前記固定プレートの上面側に略クランク状に屈曲されている
ことを特徴とする骨切除鉗子。
【請求項２】
　前記鉗子部は、
前記固定プレートの先端部の軸方向と前記固定プレートの基端部の軸方向が略平行となる
ように屈曲されている
ことを特徴とする請求項１記載の骨切除鉗子。
【請求項３】
　略棒状に形成され先端部上面に金敷部が立設された固体側プレートと該固定プレートの
上面に沿って移動可能に設けられた略棒状の移動プレートとからなる鉗子部を有し、該移
動プレートの先端と前記固体側プレートの金敷部との間に対象物を挟んで切除する骨切除
鉗子であって、
前記鉗子部は、
その先端部が、前記固定プレートの上面側に凸となるように湾曲している
ことを特徴とする骨切除鉗子。
【請求項４】
　前記鉗子部は、
前記固定プレートの先端の軸方向と前記固定プレートの基端部の軸方向のなす角度が５～
２０度となるように湾曲している
ことを特徴とする請求項３記載の骨切除鉗子。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、脊椎手術に使用される骨切除鉗子に関するものであり、より詳しくは、脊椎
内視鏡手術に適した骨切除鉗子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　脊椎手術は、脊髄腫瘍やヘルニアなどによる神経に対する圧迫を取り除くため、椎弓や
黄色靭帯などの一部を切除するものである。また、近年では患者の負担を軽減するため低
侵襲性の術式として、脊椎内視鏡手術が普及しつつある。これは２ｃｍ程度の切開部に円
管状のワーキングポートを装着し、その内部を通して内視鏡や吸引器、骨切除鉗子などを
操作するものである。
【０００３】
　従来使用されている基本的な骨切除鉗子の構造は図１に示すようになっている。図１に
ように、基本的な骨切除鉗子では、一端に棒状の刃１１を設け他端に可動ハンドル１２を
設けた上部プレート１０と、一端に金敷状の刃２１を設け他端に固定ハンドル２２を設け
た下部プレート２０とを、離脱しないように、かつ、スライド可能な状態で連結して形成
されている。また、可動ハンドル１２と固定ハンドル２２とはハンドル軸３１で交差する
ように連結されており、両者の間には板バネ３２またはコイルバネなどが設けられている
、そして、板バネ３２等は、可動ハンドル１２と固定ハンドル２２を互いに離間する方向
に付勢するように設けられている。このため、通常時は該棒状の刃１１と該金敷状の刃２
１とが開いた状態となり、使用時に可動ハンドル１２と固定ハンドル２２とが接近するよ
うに両ハンドルを握れば、上部プレート１０を可動ハンドル１２と連動して移動させるこ
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とができる。つまり、上部プレート１０の先端の刃１１が金敷状の刃２１に接近するよう
に移動させることができるから、該棒状の刃１１と該金敷状の刃２１との間に挟んだ対象
物を切除することができるのである。
【０００４】
　特許文献１には、従来技術として前述の基本的な骨切除鉗子が説明され、発明として切
除の勢いで神経を傷つけないよう上下のプレートの可動を逆にしたものが提案されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表平１１－５０７２７１号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、脊椎内視鏡手術では、医師の手元からワーキングポートを介した先に術
野があるため、内視鏡の映像で確認できる部位であっても、骨切除鉗子の刃部分が届かな
いことがある。また、脊椎の正面ではなく棘突起を避けて左右のいずれかにずらしてワー
キングポートを装着し、椎骨の隙間から骨切除鉗子を導入するため、対側の部位を切除す
る場合には、とくに操作が制限される。
【０００７】
　このような場合には、ワーキングポートを傾けたり、別の箇所を切開してワーキングポ
ートを装着し直したりして対応しているが、患者の負担をより軽減するために、一箇所に
装着したワーキングポートを通した先で広い作業範囲を確保することが望まれている。
【０００８】
　本考案者は、自身が脊椎内視鏡手術を行う外科医師であり、上記問題点を解消するため
に、創意工夫を重ね、本考案に到達した。すなわち、本考案の目的は、脊椎内視鏡手術お
いてワーキングポートを通した先で広い作業範囲を確保することを特徴とする、脊椎内視
鏡手術に適した骨切除鉗子を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前述した目的を達成するために、本考案に係る第１の骨切除鉗子は、前述の基本的な骨
切除鉗子を基に、上部プレート及び下部プレートが上部プレート方向に段を設けているこ
とを特徴とする。
　より詳しくいえば、本考案に係る第１の骨切除鉗子は、略棒状に形成され先端部上面に
金敷部が立設された固体側プレート（下部プレート）と固定プレートの上面に沿って移動
可能に設けられた略棒状の移動プレート（上部プレート）とからなる鉗子部を有し、移動
プレートの先端と固体側プレートの金敷部における基端側の面との間に対象物を挟んで切
除する骨切除鉗子であって、鉗子部の先端部が、前記固定プレートの上面側に略クランク
状に屈曲されている（つまり、段を設けられている）のである。
【００１０】
　また、本考案に係る第２の骨切除鉗子は、前述の基本的な骨切除鉗子を基に、上部プレ
ート及び下部プレートが下部プレート方向に湾曲していることを特徴とする。
　より詳しくいえば、本考案に係る第２の骨切除鉗子は、略棒状に形成され先端部上面に
金敷部が立設された固体側プレート（下部プレート）と固定プレートの上面に沿って移動
可能に設けられた略棒状の移動プレート（上部プレート）とからなる鉗子部を有し、移動
プレートの先端と固体側プレートの金敷部との間に対象物を挟んで切除する骨切除鉗子で
あって、鉗子部の先端部が、前記固定プレートの上面側に凸となるように湾曲しているの
である。
【考案の効果】
【００１１】
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　骨切除鉗子を上記のごとき構造とすることによって、脊椎内視鏡手術おいてワーキング
ポートを通した先で広い作業範囲を確保することができるから、患者の負担がより軽減さ
れる。
【００１２】
　そして、鉗子部に段を設けた骨切除鉗子（本考案に係る第１の骨切除鉗子）は、切除を
行う際に、ワーキングポートの外周に対してさらに段を設けた分の作業範囲が確保できる
上、繰り返し動作が行いやすく、また、対象物を安定して挟むことができるという利点を
有している。
【００１３】
　また、市場には既に、上下のプレートが上部プレート方向や左右に湾曲している骨切除
鉗子は存在するが、本考案の骨切除鉗子（本考案に係る第２の骨切除鉗子）のように、プ
レートの湾曲の方向が刃の開口部分と逆方向となる骨切除鉗子は、現在の市場にない。
　かかる構造の骨切除鉗子は、対側の部位を切除する場合には、切除が行いやすくなるの
で、好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】基本的な骨切除鉗子の構造を示す模式図である。
【図２】本考案に係る第１の骨切除鉗子における刃部分の構造を示す模式図である。
【図３】本考案に係る第２の骨切除鉗子における刃部分の構造を示す模式図である。
【図４】本考案に係る第１の骨切除鉗子の使用時の状態を示す模式図である。
【図５】試作した本考案に係る第１の骨切除鉗子の刃部分の写真である。
【考案を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本考案に係る骨切除鉗子の実施の形態を説明するが、これらの内容に限定される
ものではない。また、本考案は脊椎内視鏡手術に適した骨切除鉗子であるが、通常に切開
した状態で行う術式において使用されても何ら問題はない。
【００１６】
　本考案に係る骨切除鉗子の構造について、ハンドル部分や上下のプレート（特許請求の
範囲にいう固定プレートと移動部プレートからなる鉗子部に相当する）の連結などは従来
の骨切除鉗子に使用される構造が使用される。
【００１７】
　本考案に係る第１の骨切除鉗子（つまり、鉗子部が略クランク状に屈曲し段が形成され
ている鉗子）における刃部分を図２に示す。段の高さ４１（下部プレートの先端部上面と
基端部上面との距離）はワーキングポートの内部を通過できれば良く、３～１５ｍｍが適
切であり、段の角度４２は４５～９０度が適切である。
【００１８】
　また、ワーキングポートを通過した先で操作を行うには、図４に示すように、段を設け
た部分、つまり、上部プレートの上辺において段が生じている点から下部プレートの先端
までの部分をワーキングポート６０の先に出す必要がある。この部分を段の幅とすると、
刃部分が開口状態での段の幅４３は２５～５０ｍｍが適切である。なお、開口部の幅は５
～１５ｍｍが適切である。
【００１９】
　本考案に係る第２の骨切除鉗子（つまり、先端部が下部プレートの上面側に凸となるよ
うに湾曲している鉗子）における刃部分を図３に示す。湾曲の程度はワーキングポートの
内部を通過できれば良く、先端部分において、ハンドル部分から直線上に想定した位置か
らの反り角度５１は５～２０度が適切である。つまり、下部プレートの先端の中心軸と下
部プレートの基端部の中心軸とが同一平面上に位置し、かつ、下部プレートの先端の軸方
向と下部プレートの基端部の軸方向が固定プレートの先端の軸方向と固定プレートの基端
部の軸方向のなす角度が、５～２０度が好ましい。
【実施例１】
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【００２０】
　図５は、試作した本考案に係る第１の骨切除鉗子の刃部分の写真である。
【産業上の利用可能性】
【００２１】
　本考案の骨切除鉗子は、脊椎内視鏡を使用した脊椎手術において骨切除に使用する鉗子
として適している。
【符号の説明】
【００２２】
　１０　　上部プレート
　１１　　棒状の刃
　１２　　可動ハンドル
　２０　　下部プレート
　２１　　金敷状の刃
　２２　　固定ハンドル
　３１　　ハンドル軸
　３２　　板バネ
　４１　　段の高さ
　４２　　段の角度
　４３　　刃部分が開口状態での段の幅
　５１　　反り幅
　６０　　ワーキングポート
 

【図１】 【図２】
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